
公益財団法人介護労働安定センター 北海道支部  

2019 年度 

１ 団体の概要 

  介護労働力の確保と介護労働者の福祉の増進等を図ることを目的として、平成４年４月に設立された、介 

護労働者のための総合的支援機関です。（厚生労働大臣の指定法人） 

 

２ 主な事業内容 

（１）介護労働講習 

介護の仕事に就くことを希望している方、また、既に介護の仕事に携わっている方を対象として、介護 

に必要とした知識や技能を習得するための講習を実施しています。 

ア 介護労働講習 (受講料は無料、実務者研修+実践者研修+就職支援) 

     受講対象者は、ハローワークで雇用保険の給付を受けている方で、公共職業安定所長の受講支持者で 

当センターが受講生として認めた方を対象としています。6/3 開校～11/13 修了。42 名。 

     講習修了者は、介護福祉士国家試験の受験資格である「実務者研修」の資格が取得できます。 

イ その他の講習(受講料等は有料)  

     介護職員のスキルアップと高度化・多様化する介護技術の向上を目指して、知識や技能・資格を取得 

するための講習を実施しています。 

    ・短期専門コース「認知症の理解」・「バリデーション」等、2019 年度は、10 回開催予定です。 

   ・受験対策コース「介護福祉士試験準備講習」 

ウ 能力開発啓発セミナー（研修コーディネート事業） 参加費は無料 

   介護職員の能力アップのための無料のセミナーで今年度は、4 回開催です。 

（２）雇用管理事業 

介護労働者の福祉の増進と魅力ある職場づくりのために実施しています。 

ア 雇用管理改善相談援助事業 

    「雇用管理コンサルタント」・「介護労働サービスインストラクター」による相談援助です。 

イ  介護従事者定着支援事業 

       北海道からの受託事業でセミナー・介護事業所の調査・事業所訪問等を行います。 

    セミナーは全道 8 都市で 15 回の開催（雇用管理改善・健康確保対策）サンリフレ函館で 9/12.11/27 

  ウ 北海道労働局「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」 

       北海道労働局からの受託事業で介護事業所の雇用管理改善を推進し、人材の確保・定着が目的です。 

  エ 札幌市キャリアパス 

    処遇改善加算Ⅱ以下の事業所に対する相談援助です。 

オ 介護労働者に対する相談援助 

    「介護能力アドバイザー」による相談援助 ならびにケア・サポート講習（出張型講習）を行います。 

カ 介護労働実態調査 当センターのホームページに掲載中です 

     介護分野における雇用管理の状況を把握するため、離職率・早期離職防止や定着促進のための方策 

     及び賃金・労働時間に関する実態調査を毎年継続的に実施し、介護労働者等の雇用管理改善に資する 

資料として広く活用されるよう周知を図るとともに、地域別の動向も公表しています。 

   キ 事業者支援セミナー 

    介護事業所の管理者向けのセミナー（有料）で 3 回開催。 

（３）普及啓発・情報提供事業                         TEL 011－219－3157                                      

介護労働に関する図書 DVD、及び情報誌「ケアワーク」の発行など。    FAX 011－219－3158 


